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滞
納
し
な
い
正
し
い
納
税

●
滞
納
は
真
面
目
な
納

税
者
と
の
公
平
性
を

欠
く
行
為

　
村
の
収
入
は
、
税
金
と
手
数

料
・
財
産
収
入
な
ど
の
自
主
財

源
と
、
地
方
交
付
税
や
国
、
県

補
助
金
・
村
債
な
ど
の
依
存
財

源
か
ら
成
り
立
っ
て
い
ま
す
。

　
納
税
者
が
納
め
た
税
金
が
福

祉
や
教
育
・
道
路
整
備
を
は
じ

め
、
村
民
の
皆
さ
ん
が
安
心
し

て
生
活
で
き
る
環
境
づ
く
り
の

原
資
と
な
る
貴
重
な
財
源
で
す
。

充
実
し
た
行
政
サ
ー
ビ
ス
が
行

わ
れ
る
よ
う
村
税
の
納
期
限
内

納
付
に
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。

　
村
税
の
滞
納
は
、
村
の
財
政

を
圧
迫
し
住
民
サ
ー
ビ
ス
に
支

障
を
き
た
す
こ
と
に
も
な
り
か

ね
ま
せ
ん
。
そ
し
て
何
よ
り
納

期
内
に
税
金
を
き
ち
ん
と
納
付

し
て
い
た
だ
い
て
い
る
大
多
数

の
善
良
な
納
税
義
務
者
と
の
公

平
性
を
欠
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

ま
た
、
督
促
状
の
送
付
な
ど
余

分
な
経
費
に
税
金
を
使
う
こ
と

に
も
つ
な
が
り
ま
す
。

　
こ
の
た
め
、
村
で
は
納
付
で

き
る
の
に
納
付
し
な
い
悪
質
な

滞
納
者
に
対
し
財
産
な
ど
の
調

査
を
徹
底
的
に
行
い
、
財
産
の

差
し
押
さ
え
を
行
っ
て
い
ま
す
。

●
阿
蘇
地
域
が
一
つ
に

ま
と
ま
り
滞
納
税
徴

収
に
取
り
組
む

　
本
年
度
も
阿
蘇
管
内
全
て
の

市
町
村
が
一
つ
と
な
り
滞
納
税

を
回
収
す
る
た
め
、
滞
納
者
宅

の
捜
索
や
不
動
産
を
差
押
公
売
、

預
金
・
給
与
な
ど
の
差
押
な
ど
、

法
的
処
分
を
行
い
、
滞
納
税
額

を
減
ら
す
取
り
組
み
を
強
化
し

ま
す
。

●
滞
納
は
放
置
せ
ず
、

事
情
の
あ
る
人
は
必

ず
相
談
を

　
今
後
も
、
収
入
や
財
産
が
あ

る
の
に
納
め
な
い
悪
質
な
滞
納

者
に
は
毅
然
と
し
た
滞
納
処
分

を
執
行
し
ま
す
。

　
ま
た
、
財
産
調
査
で
財
産
が

発
見
で
き
な
か
っ
た
場
合
は
、

強
制
的
に
滞
納
者
の
住
居
に
踏

み
込
み
、
差
し
押
さ
え
る
べ
き

財
産
を
探
す
「
家
宅
捜
索
」
も

行
い
ま
す
。

　
差
し
押
さ
え
た
自
動
車
や
電

化
製
品
・
貴
金
属
な
ど
の
動
産

は
、
公
売
会
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
な
ど
を
活
用

し
て
売
却
し
滞
納
税
に
充
て
ま

す
。

　
病
気
や
失
業
、
事
業
の
廃
止

や
経
営
不
振
な
ど
、
や
む
を
得

な
い
理
由
で
一
時
的
に
税
金
を

納
め
る
こ
と
が
困
難
な
人
は
、

納
期
内
に
税
務
課
収
納
係
に
連

絡
し
て
く
だ
さ
い
。
生
活
状
況

な
ど
を
聞
き
取
っ
た
う
え
で
徴

収
の
猶
予
な
ど
を
行
う
こ
と
が

で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
虚
偽
の

申
出
や
納
付
計
画
を
守
ら
ず
に

不
履
行
に
な
っ
た
場
合
は
、
滞

納
処
分
の
対
象
に
な
り
ま
す
。

　
諸
事
情
に
よ
り
納
付
困
難
な

場
合
は
そ
の
ま
ま
放
置
せ
ず
、

必
ず
税
務
課
収
納
係
へ
連
絡
し

相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

　 納税義務者（ 所有者）が亡く なら れた場合は、 相続人代表者指定届の提出が必要です。

　 こ れは亡く なら れた納税義務者（ 所有者） に代わり 、 納税通知書を 受け取っ ていただく 人

を 相続人の中から 指定いただく ためのも のです。

　「 相続人代表者指定届」に必要事項を 書いて提出し てく ださ い。 様式は村ホームページの税

務関係申請書のダウンロード ページに掲載し ています。 提出は郵送でも 構いません。

　 なお「 相続人代表者指定届」 を 提出いただいても 、 固定資産（ 土地· 家屋）や軽自動車の所有

者は変わり ません。 所有権の相続を 決定するも のではあり ません。 固定資産（ 土地・ 家屋）の

所有者を 変更するには別途、 法務局で相続登記の手続き が必要です。

　 亡く なら れた納税義務者が口座振替の登録を し ていた場合は、 口座振替が

不能と なり ます。 引き 続き 口座振替を 希望の場合は、 口座振替取扱金融機関

にて新たな口座振替依頼の手続き を し てく ださ い。

相続人代表者指定届の提出について

村HP
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●滞納処分まで流れ

　 納期限までに税金を 納めない場合には、 納期限から 2 0 日以内に「 督促

状」を 発送し て、 納入の督促を し ます。 督促状が送ら れた場合、 督促手数

料1 0 0 円も 併せて納付するこ と になり ます。

督　 促

　 督促状を 発送し ても 納付し ない場合には、 催告書を 発送し て、 納付の催

告を 行います。

　 こ の催告は、 指定さ れた日までに納付し なければ、 所有財産の差押など

の滞納に関する処分を 実施すると いう 予告的文書です。

※催告書は必ず送付するも のではあり ません。

催　 告

　 他の市町村、 税務署、 金融機関、 勤務先、 取引先、 滞納者の財産を 所有

する第三者などに対し て、 所有する 財産調査を 法律に基づき 行います。 滞

納者に通知するこ と なく 、 解を 得ずに行う ため、 調査によ り 滞納者に不利

益が生じ ても 責任は一切負いません。

財産調査

　 財産調査で判明し た滞納者の財産を滞納者の意思に関わら ず差押さ えます。

　 差押を 行っ た場合、 滞納者やその利害関係者（ 勤務先、 金融機関、 不動

産の抵当権者など）に「 差押通知書」を 送付し ます。

※「 督促状督促状を 発し た日から 起算し て 1 0 日を 経過し た日ま でに1 0 日を 経過し た日ま でに税金を 完納

し ないと き は、 財産を 差押し なければなら ない」と なっ ています。

差　 押

　 差押えた不動産、 動産などは「 公売」、 給与、 預貯金、 売掛金などは取立

によ り 、 差押財産を 換価（ ＝換金）し て、 滞納し ている 税金に充てる 手続

き を 行います。

換　 価

●令和7 年度の差し 押え状況

財産の種類 差押件数（ 件） 取立額（ 円）

預貯金 82 5 ,4 2 5 ,8 8 4

給与・ 年金 6 1 ,5 2 7 ,4 5 0

国税還付金 11 1 ,0 8 0 ,9 8 0

補助金・ 交付金 4 8 84 ,3 5 4

その他 2 5 30 ,5 4 0

合計 10 5 9 ,4 4 9 ,2 0 8
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